
原則として１年以上（事業を営んでいない個人が
新たに開業した者については６ヶ月以上）県内に
事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいる
中小企業者

５，０００万円

１０年以内（固定金利）
または

１５年（変動金利）

２年以内

必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。


